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審決 

 

不服２０２０－１１８８９ 

 

（省略） 

請求人 東洋紡株式会社 

 

（省略） 

代理人弁理士 特許業務法人アスフィ国際特許事務所 

 

 

 特願２０１８－４１８１６「心電図測定用衣類、及びその製造方法」拒絶査

定不服審判事件〔平成３０年 ６月１４日出願公開、特開２０１８－８９４４

６〕について、次のとおり審決する。 

 

結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理由 

第１ 手続の経緯 

 

 本願は、平成２７年１１月２７日に出願した特願２０１５－２３２２９１号

の一部を平成３０年３月８日に新たな特許出願としたものであって、令和元年

１０月２９日付けで拒絶理由が通知され、令和２年１月７日に意見書及び手続

補正書が提出されたが、同年５月１９日付けで拒絶査定（原査定）がされたと

ころ、同年８月２６日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、それと同時に手続

補正がなされたものである。 

 

第２ 本願発明 

 

 本願の請求項１ないし８に係る発明は、令和２年８月２６日にされた手続補

正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし８に記載された事項によ

り特定されるものであり、そのうち請求項１に係る発明（以下「本願発明」と

いう。）は、次のとおりのものである。 

 

「【請求項１】 

 ２－ｗａｙトリコット生地と、 

 第一ホットメルト層と第一絶縁層を備える第一ホットメルト付きシートと、 

 導電層と前記導電層に積層された第二ホットメルト層とを備えるホットメル

ト付き導電シートと、 

 第三ホットメルト層と第二絶縁層を備える第二ホットメルト付きシートとを

備え、 
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 前記２－ｗａｙトリコット生地、前記第一ホットメルト付きシート、前記ホ

ットメルト付き導電シート、及び前記第二ホットメルト付きシートがこの順に

積層されることにより心電図測定用の電極と配線が形成されており、 

 前記２－ｗａｙトリコット生地の厚みは、３００μｍ以上、１２００μｍ以

下であり、男性用であることを特徴とする心電図測定用衣類。」 

 

第３ 原査定における拒絶の理由 

 

 原査定（令和２年５月１９日付け拒絶査定）における拒絶の理由のうち、理

由２（サポート要件）の概要は次のとおりである。 

 

 本願の明細書の発明の詳細な説明には、歩行動作時や運動動作時においても、

ノイズの低減された心電図を測定することのできる心電図測定用衣服の提供を

課題とし、その課題解決手段として、人体の特定の３箇所にセンサーが当接す

るように衣服の裏側に第１〜第３センサーを固着した心電図測定用衣服が記載

されているが、特許請求の範囲の請求項１－９には、人体骨格との関係におけ

る電極の配置に関する特定がなく、発明の詳細な説明に記載された、この出願

に係る発明の課題を解決するための手段が何も反映されていないのであるから、

請求項１－９に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるもので

ある。 

 よって、請求項１－９に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでな

く、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。 

 

第４ 発明の詳細な説明の記載事項 

 

１ 本願の願書に添付された明細書の発明の詳細な説明（以下「本件発明の詳

細な説明」という。）には、以下の記載がある（下線は当審で付加した。）。 

 

【技術分野】 

【０００１】 

 本発明は、ノイズの少ない心電図の測定方法、および衣服として着用するこ

とにより心電図を計測することができる心電図測定用衣服に関するものである。 

【背景技術】 

【０００２】 

 従来、心電図を測定する方法は、安静状態において人体表面の２箇所以上に

電極を固定して人体が発する電気信号を検知する方法が一般的である。この方

法においては、電極を固定するために、電極と皮膚表面との間にゲルまたはペ

ーストを塗布したり、粘着テープを使用することが必要であった。このため、

長時間の連続測定においては、発汗による不快感、掻痒感や違和感の発生を伴

い、粘着テープを用いた場合にはさらに皮膚炎を生じることもあった。 

【０００３】 

 一方、近年では、運動中に心臓の状態がどうなっているかを知りたいという



 3 / 26 

 

要求が高まっているが、前記従来のゲルやペーストを用いる方法では、固着力

が弱く、歩行時やランニング等の運動動作中に電極が人体から落下してしまう。

また、粘着テープを使用する方法では、発汗量が増大するため、発汗による不

快感等がより顕著になることが問題である。 

【０００４】 

 こういったことから、医療分野やヘルスモニタリング分野において、電極付

きの衣服やベルトやストラップを着用することにより、心電図などの生体情報

を簡便に計測しうるウエアラブル生体情報計測装置が注目されている。例えば

心電図の計測を行うウエアラブル計測装置では、衣服として着用した状態で日

常生活を過ごすことで、日常の様々な状況における心拍の変動等の生体情報を

簡便に把握することが期待される。 

【０００５】 

 しかしながら、実際に、電極を取り付けたウエアラブル生体情報計測装置を

用いて生体情報を測定しようとすると、特に被測定者が歩行動作やランニング

などの運動動作を行っている状態においては、計測した生体情報のノイズが増

大して目的とする情報が得られないという問題が発生することを本発明者らは

新たに見出した。 

【０００６】 

 心電図の測定においては、特許文献１の図１には人体前面の腹部３箇所と首

部の付け根付近１箇所に電極を装着することが記載されており、特許文献２の

図１には人体前面の左右鎖骨の左右端下付近２箇所と左右腋窩線上の左右最下

肋骨の高さ付近２箇所に電極を装着することが記載されているが、これらの電

極装着位置をウエアラブル生体情報計測装置に適用しても、歩行動作時や運動

動作時における前記の問題は解決されなかった。 

【先行技術文献】 

【特許文献】 

【０００７】 

【特許文献１】特表２０１２－５１９５６１号公報 

【特許文献２】特開２００６－６１４４６号公報 

【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００８】 

 本発明では、上記問題を考慮して、ノイズの低減された心電図が測定できる

測定方法と、このような心電図を測定することのできる心電図測定用衣服の提

供を課題として掲げた。 

【課題を解決するための手段】 

【０００９】 

 上記課題を解決し得た本発明は、人体の心電図を測定する方法であって、 

 人体前面の胸骨の中心線と、左前腋窩線と、第五肋骨上端および第八肋骨下

端に囲まれた領域内のいずれかの位置に第１センサーを当接させ、 

 人体前面の胸骨の中心線と、右前腋窩線と、第五肋骨上端および第八肋骨下

端に囲まれた領域内のいずれかの位置に第２センサーを当接させ、 
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 第１センサー中心と第２センサー中心とを結ぶ線の中点から、第１センサー

中心と第２センサー中心とを結ぶ線に対して垂線を人体の頭部方向へ引いたと

きの垂線上のいずれかの位置に第３センサーを当接させて心電図を測定するこ

とを特徴とする心電図測定方法である。 

【００１０】 

 この場合において、第３センサーを、人体前面の左右の第二肋骨と胸骨が接

する部位に当接させることが好ましい。また、第１センサーと胸骨の中心線と

の距離よりも第１センサーと右前腋窩線との距離を短くし、第２センサーと胸

骨の中心線との距離よりも第２センサーと左前腋窩線との距離を短くすること

も好ましい。第１センサー〜第３センサーの面積が１ｃｍ2 以上であることも

好ましい。 

【００１１】 

 第１センサー〜第３センサーとして配線を有する電極を使用し、この配線と

電極の導電層が同じ導電性組成物から形成されたものであることが好ましい。 

 第１センサー〜第３センサーを備えた衣服を着用者に着用させて心電図を測

定することも好ましい。 

【００１２】 

 本発明には心電図測定用衣服も含まれ、着用者がこの衣服を着用したときに、 

 人体前面の肋骨の中心線と、左前腋窩線と、第五肋骨上端、第八肋骨下端に

囲まれた領域内のいずれかの位置に第１センサーが当接し、 

 人体前面の肋骨の中心線と、右前腋窩線と、第五肋骨上端、第八肋骨下端に

囲まれた領域内のいずれかの位置に第２センサーが当接し、 

 第１センサー中心と第２センサー中心とを結ぶ線の中点から、第１センサー

中心と第２センサー中心とを結ぶ線に対して垂線を人体の頭部方向へ引いたと

きの垂線上のいずれかの位置に第３センサーが当接するように、 

 衣服の裏側に第１〜第３センサーを固着したことを特徴とする心電図測定用

衣服である。 

【発明の効果】 

【００１３】 

 本発明の心電図の測定方法は、第１センサー〜第３センサーを人体の特定な

場所に当接させることにより、運動中でもノイズの低減された心電図を測定す

ることができ、特にＲ波を確実に把握することができるようになった。また、

本発明の心電図測定用衣服は、着用するだけで、第１センサー〜第３センサー

が人体の特定位置に当接するように構成されており、この心電図測定用衣服を

着用するだけで、運動中でもノイズの低減された心電図を測定することが可能

となった。 

【図面の簡単な説明】 

【００１４】 

【図１】人体の右側の腋窩線を説明するための説明図である。 

【図２】第１センサー〜第３センサーの当接位置を説明するための説明図であ

る。 

【図３】（ａ）は比較例１で用いた心電図測定用衣服の電極配置を示す説明図、
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（ｂ）は比較例２で用いた心電図測定用衣服の電極配置を示す説明図、（ｃ）

は実施例１で用いた心電図測定用衣服の電極配置を示す説明図である。 

【図４】着用者が安静立位状態の時の心電図の測定結果である。 

【図５】着用者が４ｋｍ／ｈで歩行した時の心電図の測定結果である。 

【図６】着用者が８ｋｍ／ｈで走行した時の心電図の測定結果である。 

【図７】着用者が１６ｋｍ／ｈで走行した時の心電図の測定結果である。 

【発明を実施するための形態】 

【００１５】 

 心電図の測定方法 

 本発明は、心電図の測定方法に関する。心電図とは、心臓の活動に伴い生じ

る電位の変化を、生体表面の電極を介して検出して波形として記録可能な情報

をさし、一般的には横軸に時間を、縦軸に電位差をプロットした波形として記

録される。心拍１回ごとに心電図に現れる波形は、Ｐ波、Ｑ波、Ｒ波、Ｓ波、

Ｔ波の代表的な５つの波により主に構成され、この他にＵ波が存在し、また、

Ｑ波の始めからＳ波の終わりまでをＱＲＳ波と称する場合がある。これらの波

のうちで、少なくともＲ波を検知可能な電極を備えることが好ましい。Ｒ波は

左右両心室の興奮を示し、電極位置によっては最も電位差の大きな波となる。

また、Ｒ波の頂点と次のＲ波の頂点までの時間を一般にＲ－Ｒ時間と称するが、

（心拍数）＝６０／（Ｒ－Ｒ時間（秒））の式を用いて、１分間当りの心拍数

を計算することができる。つまり、Ｒ波を検知可能な電極を備えてＲ波を検知

することにより、心拍数を知ることができる。本発明においては特に注釈のな

い限り、ＱＲＳ波もＲ波に含まれるものである。 

【００１６】 

 本発明の心電図の測定方法は、第１センサー、第２センサー、第３センサー

の３つのセンサーを用いる方法である。前記従来方法よりも電極の数が少なく

て済み、安価に効率的に心電図が測定できる。 

 なお、以下の説明では、頭部と足部を結ぶ方向を上下方向、腹部と背部とを

結ぶ方向を前後方向（腹側が前）とする。 

【００１７】 

 そして、本発明の測定方法では、第１センサー〜第３センサーの位置関係が

重要であり、図１および図２を用いて、これらの位置関係を説明する。第１セ

ンサー１は、人体前面の胸骨の中心線と、右前腋窩線と、第五肋骨上端および

第八肋骨下端に囲まれた領域内のいずれかの位置に当接させ、第２センサー２

は、人体前面の肋骨の中心線と、左前腋窩線と、第五肋骨上端および第八肋骨

下端に囲まれた領域内のいずれかの位置に当接させ、第３センサー３は、第１

センサー１の中心と第２センサー２の中心とを結ぶ線の中点から、第１センサ

ー１の中心と第２センサー２の中心とを結ぶ線に対して垂線を人体の頭部方向

へ引いたときの垂線上のいずれかの位置に当接させる必要がある。すなわち、

第１センサー１と第２センサー２と第３センサー３は、第３センサー３が頂き

となる二等辺三角形を描く。これにより、後述するように、ノイズの低減され

た心電図を測定することができる。 

【００１８】 
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 図１には、右前腋窩線を示した。（中）腋窩線は、腋窩から腰までをつない

だ想像上の垂線であり、（中）腋窩線の１インチ前方（腹側）に引いた平行線

を前腋窩線、１インチ後方に引いた平行線を後腋窩線という。 

【００１９】 

 第１センサー１と第２センサー２は、それぞれ胸骨の中心線との距離よりも、

各腋窩線との距離が短くなるように、腋窩線側へ変位（シフト）させることが

好ましい。具体的な距離は、被測定者の体格にもよるため決めにくいが、第１

センサー１および第２センサー２を、各腋窩線側から３〜１２ｃｍ程度（好ま

しくは４．５〜７ｃｍ程度）、胸骨の中心線側へシフトした位置に当接させる

ことが好ましい。シフトの距離は第１センサー１および第２センサー２とで異

なっていてもよいが、同じとすることが好ましい。すなわち、第１センサー１

と胸骨中心線との距離と第２センサー２と胸骨中心線との距離が同じであるこ

とが好ましい。図２では、第１センサー１および第２センサー２は、鎖骨中心

線上に当接させている。 

【００２０】 

 また、第１センサー１と第２センサー２の上下位置は、第五肋骨と第八肋骨

の間とする。第１センサー１と第２センサー２の上下位置は、好ましくは第五

肋骨下端と第八肋骨上端の間であり、より好ましくは第六肋骨上端と第八肋骨

上端の間である。図２では、第１センサー１および第２センサー２をそれぞれ

第七肋骨上に当接させているが、上記好ましい範囲の上下位置の間であればよ

い。 

【００２１】 

 一方、第３センサー３は、第１センサー１の中心と第２センサー２の中心と

を結ぶ線の中点から、第１センサー１の中心と第２センサー２の中心とを結ぶ

線に対して垂線を人体の頭部方向へ引いたときの垂線上のいずれかの位置に当

接させる。第１センサー１と胸骨中心線との距離と、第２センサー２と胸骨中

心線との距離が同じである場合には、この垂線は胸骨の中心線となる。第３セ

ンサー３は、この胸骨中心線上にあればよいが、第３センサー３と第１センサ

ー１および第２センサー２との間には、ある程度の距離がある方が心電図のノ

イズの低減効果が高まるので、第３センサー３は、左右の第二肋骨と胸骨が接

する部位（胸骨柄と胸骨体にまたがる部位）に当接させることが好ましい。 

【００２２】 

 第１〜第３センサーは、面積が１ｃｍ2 以上あることが好ましい。形状は特

に限定されないが、円形、楕円形、正方形や長方形の矩形等が好ましい。なお、

矩形の場合は、四隅を丸めておく（Ｒをつける）とよい。また、楕円や長方形

の場合、長軸や長辺が上下方向または上下方向に直交する方向のどちらを向い

ていてもよい。 

【００２３】 

 上記の特定位置に、第１〜第３センサーを当接させ、第３センサーに対する

第２センサーの電位差から、第１センサーの電位差を引くことにより、ノイズ

が低減された心電図を測定することができる。すなわち、第３センサーはグラ

ウンド電極として働く。 
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【００２４】 

 第１〜第３センサーは、具体的には、電極（乾電極）と配線とからなる。以

下、電極と配線について説明する。本発明において電極は、生体の電気的情報

を検知可能な導電性層を含み、さらに絶縁層を含むことが好ましい。また、被

測定者の運動動作に追従できるように伸縮性を有することが好ましい。例えば、

基材繊維に導電性高分子が含浸等により被覆されてなる導電性高分子を含む繊

維状電極や、金属粉等の導電性フィラーと伸縮性を含有する樹脂を含有する導

電性組成物から形成されたシート状電極とすることにより、伸縮性を有する電

極とすることができる。これらのうち、前記導電性組成物から形成されたシー

ト状電極は、金属粉等の導電性が高い構成成分を用いることができるので、導

電性高分子を使用する場合よりも低い電気抵抗値を得ることができ、微弱な電

気信号を検知することができるので好ましい。 

【００２５】 

 電極表面の電気抵抗値は、１０００Ω／ｃｍ以下が好ましく、３００Ω／ｃ

ｍ以下がより好ましく、２００Ω／ｃｍ以下がさらに好ましく、１００Ω／ｃ

ｍ以下が特に好ましい。前記導電性組成物から形成されたシート状電極におい

ては、電極表面の電気抵抗値を３００Ω／ｃｍ以下の範囲に抑えることができ

る。 

【００２６】 

 また、前記導電性組成物から形成された電極は低い電気抵抗値を有するので、

配線と電極を同一の導電性組成物とすることが可能であり、これは本発明の好

ましい一様態である。配線と電極を同一の導電性組成物とする場合には、配線

幅は１ｍｍ以上あればよく、５ｍｍ以上、１０ｍｍ以下とすることがより好ま

しい。 

【００２７】 

 本発明の心電図の測定方法は、心電図測定用衣服を用いることで、実施する

ことが可能である。この衣服は、裏側に電極と配線が設けられており、着用す

るだけで、上記の特定の位置に、各センサー（電極）が着用者の体に当接する

ように構成されている。以下、心電図測定用衣服について、説明する。 

【００２８】 

 本発明で心電図測定用衣服に使用する電極は、絶縁層を有することが好まし

い。例えば第一絶縁層と導電層とを含むシート状の形態のものを用いることが

できる。また、本発明で使用する配線は、例えば第一絶縁層と導電層と第二絶

縁層とを含むシート状のものを用いることができる。以下、本発明の好適な様

態である、電極と配線が一体化したシート（伸縮性配線シート）を同一材料か

ら作製する例について述べる。 

【００２９】 

（第一絶縁層） 

 本発明においては、衣服の裏側に、第一絶縁層が形成されていることが好ま

しい。第一絶縁層は、電極および配線シートを衣服に積層する際の接着面であ

り、衣服を着用したときに衣服の外側からの水分が生地を通して導電層に達す

ることを防ぐ。また、本発明における後述の導電層は良好な伸長性を有するも
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のであるが、衣服が導電層の伸長性を超えた伸び性に富む素材である場合、衣

服に追随して導電層が伸ばされ、その結果クラックが発生することも考えられ

る。第一絶縁層は、衣服の伸びを抑制し、導電層が過度に伸長されるのを防ぐ

伸び止めの役割も担っている。 

【００３０】 

 第一絶縁層を形成する樹脂は、絶縁性を有する樹脂（絶縁性樹脂）であれば、

特に制限されるものではなく、例えば、ポリウレタン系樹脂、シリコーン系樹

脂、塩化ビニル系樹脂、エポキシ系樹脂等を好ましく用いることができる。中

でも、ポリウレタン系樹脂が、導電層との接着性の点から好ましい。なお、第

一絶縁層を形成する樹脂は１種のみであってもよいし、２種以上であってもよ

い。 

【００３１】 

 本発明における第一絶縁層は、前記絶縁性樹脂を適当な溶剤（好ましくは、

水）に溶解ないし分散させて、離型紙ないし離型フィルム上に塗布または印刷

して塗膜を形成し、次いで塗膜に含まれる溶剤を揮散させ乾燥させることによ

り、形成することができる。また、後述する適度な物性を有する市販のシート

ないしフィルムを用いることもできる。 

【００３２】 

 第一絶縁層の膜厚は、２０〜２００μｍが好ましく、より好ましくは５０〜

１５０μｍである。第一絶縁層が薄すぎると、絶縁効果および伸び止め効果が

不十分になり、一方、厚すぎると、衣服に積層された態様においては布帛の伸

縮性の阻害と、電極および配線全体の厚みが分厚くなり、着心地が悪くなる虞

がある。 

【００３３】 

（導電層） 

 本発明においては、前記第一絶縁層の上に、導電層が形成されていることが

好ましい。この導電層により導通が確保される。導電層は、導電性フィラーと

樹脂とを含有することが好ましい。 

【００３４】 

 導電層を形成する導電性フィラーは、金属粉であることが好ましい。また、

必要に応じて、金属粉以外の導電材料や金属ナノ粒子を導電性フィラーとする

こともできる。 

【００３５】 

 金属粉としては、銀粉、金粉、白金粉、パラジウム粉等の貴金属粉、銅粉、

ニッケル粉、アルミ粉、真鍮粉等の卑金属粉のほか、卑金属やシリカ等の無機

物からなる異種粒子を銀等の貴金属でめっきしためっき粉、銀等の貴金属で合

金化した卑金属粉等が挙げられる。これらの中でも、銀粉、銅粉が高い導電性

を発現させ易い点および価格の点で好ましく、銀粉および／または銅粉を主成

分（５０質量％以上）とすることが望ましい。なお、導電性フィラーは１種の

みであってもよいし、２種以上であってもよい。 

【００３６】 

 金属粉の好ましい形状としては、公知のフレーク状（リン片状）、球状、樹
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枝状（デンドライト状）、凝集状（球状の１次粒子が３次元状に凝集した形状）

などを挙げることができる。これらの中で、フレーク状、球状、凝集状の金属

粉が特に好ましい。 

【００３７】 

 金属粉の粒子径は、平均粒子径が０．５〜１０μｍであることが好ましい。

平均粒子径が大きすぎると、配線を微細なパターンで形成しようとする際に所

望のパターン形状が形成し難くなる場合がある。一方、平均粒子径が小さすぎ

ると、導電層形成時に金属粉が凝集し易くなり、また粒子径が小さくなるに伴

い原料コストが上昇するため、好ましくない。 

【００３８】 

 導電性フィラー中に占める金属粉の割合は、８０体積％以上が好ましく、よ

り好ましくは８５体積％以上、さらに好ましくは９０体積％以上である。金属

粉の含有割合が少なすぎると、十分に高い導電性を発現させにくくなる場合が

ある。なお、本発明において、各成分の体積％は、ペーストに含まれる各成分

の各固形分質量を計測し、（各固形分の質量÷各固形分の比重）を計算して、

各成分の固形分の体積を算出することにより求められる。 

【００３９】 

 他の導電材料としては、例えば、カーボンナノチューブが好ましく挙げられ、

特に、メルカプト基、アミノ基、ニトリル基を表面に有するか、または、スル

フィド結合および／またはニトリル基を含有するゴムで表面処理されているこ

とが好ましい。一般に導電材料自体は凝集力が強く、特に後述するようにアス

ペクト比が高い導電材料は、樹脂中への分散性が低くなるが、表面にメルカプ

ト基、アミノ基またはニトリル基を有するか、スルフィド結合および／または

ニトリル基を含有するゴムで表面処理されていることにより、金属粉に対する

親和性が増して、金属粉とともに有効な導電性ネットワークを形成でき、高導

電性を実現できる。 

【００４０】 

 導電性フィラー中に占める導電材料の割合は、２０体積％以下が好ましく、

より好ましくは１５体積％以下、さらに好ましくは１０体積％以下である。導

電材料の含有割合が多すぎると、樹脂中に均一に分散させ難くなることがあり、

また一般に上述のような導電材料は高価であることからも、上記範囲に使用量

を抑えることが望ましい。 

【００４１】 

 金属ナノ粒子としては、銀、ビスマス、白金、金、ニッケル、スズ、銅、亜

鉛等が挙げられ、その平均粒子径は２〜１００ｎｍが好ましい。特に、導電性

の観点からは、銅、銀、白金、金が好ましく、銀及び／又は銅を主成分（５０

質量％以上）とするものがより好ましい。金属ナノ粒子を含有させると、導電

性の向上が期待できるとともに、導電層の形成に用いる導電性ペーストのレオ

ロジー調節に寄与し、印刷性を向上させることができる。 

【００４２】 

 導電性フィラー中に占める金属ナノ粒子の割合は、２０体積％以下が好まし

く、より好ましくは１５体積％以下、さらに好ましくは１０体積％以下である。
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金属ナノ粒子の含有割合が多すぎると、樹脂中で凝集し易くなることがあり、

また一般に上述のような粒子径の小さい金属ナノ粒子は高価であることからも、

上記範囲に使用量を抑えることが望ましい。 

【００４３】 

 導電層に占める上記導電性フィラーの量（換言すれば、導電層形成用の導電

性ペーストの全固形分中に占める導電性フィラーの量）は、１５〜４５体積％

が好ましく、より好ましくは２０〜４０体積％である。導電性フィラーの量が

少なすぎると、導電性が不十分になる虞があり、一方、多すぎると、導電層の

伸縮性が低下する傾向があり、得られた心電図測定用衣服を伸長した際に導電

層にクラック等が発生し、その結果、良好な導電性が保持できなくなる虞があ

る。 

【００４４】 

 導電層を形成する樹脂は、硫黄原子を含有するゴムおよび／またはニトリル

基を含有するゴムを少なくとも含有することが好ましい。硫黄原子やニトリル

基は金属類との親和性が高く、またゴムは伸縮性が高く伸長時にもクラック等

の発生を回避しうるので、衣服が伸長しても導電性フィラーを均一な分散状態

で保持し、優れた導電性を発現させることができる。後述する不良率の観点か

らは、ニトリル基を含有するゴムがより好ましい。なお、導電層を形成する樹

脂は１種のみであってもよいし、２種以上であってもよい。 

【００４５】 

 硫黄原子を含有するゴムは、硫黄を含有するゴムやエラストマーであれば特

に限定されない。硫黄原子は、ポリマーの主鎖のスルフィド結合やジスルフィ

ド結合、側鎖や末端のメルカプト基などの形で含有される。硫黄原子を含有す

るゴムとしては、具体的には、メルカプト基、スルフィド結合またはジスルフ

ィド結合を含有する、ポリサルファイドゴム、ポリエーテルゴム、ポリアクリ

レートゴム、シリコーンゴム等が挙げられる。特に、メルカプト基を含有する、

ポリサルファイドゴム、ポリエーテルゴム、ポリアクリレートゴム、シリコー

ンゴムが好ましい。また、硫黄原子を持たないゴム中に、ペンタエリスリトー

ルテトラキス（Ｓ－メルカプトブチレート）、トリメチロールプロパントリス

（Ｓ－メルカプトブチレート）、メルカプト基含有シリコーンオイルなどの硫

黄含有化合物を配合した樹脂を用いることもできる。硫黄原子を含有するゴム

として用いることのできる市販品としては、液状多硫化ゴムである東レ・ファ

インケミカル社製の「チオコール（登録商標）ＬＰ」等が好ましく挙げられる。

硫黄原子を含有するゴム中の硫黄原子の含有量は１０〜３０質量％が好ましい。 

【００４６】 

 ニトリル基を含有するゴムとしては、ニトリル基を含有するゴムやエラスト

マーであれば特に限定されないが、ブタジエンとアクリロニトリルの共重合体

であるアクリロニトリルブタジエン共重合体ゴムが好ましく挙げられる。ニト

リル基を含有するゴムとして用いることのできる市販品としては、日本ゼオン

社製の「Ｎｉｐｏｌ（登録商標）１０４２」等が好ましく挙げられる。ニトリ

ル基を含有するゴム中のニトリル基量（特に、アクリロニトリルブタジエン共

重合体ゴム中のアクリロニトリル量）は、１８〜５０質量％が好ましく、２８
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〜４１質量％がより好ましい。アクリロニトリルブタジエン共重合体ゴム中の

結合アクリロニトリル量が多いと、金属類との親和性は増大するが、伸縮性に

寄与するゴム弾性は逆に減少する。 

【００４７】 

 導電層を形成する樹脂は、硫黄原子を含有するゴムおよび／またはニトリル

基を含有するゴムのみで構成されることが望ましいが、導電性、伸縮性、導電

層形成時の塗布性などを損なわない範囲で、硫黄原子を含有するゴムおよびニ

トリル基を含有するゴム以外の樹脂を含んでいてもよい。他の樹脂をも含める

場合、全樹脂中、硫黄原子を含有するゴムおよび／またはニトリル基を含有す

るゴムの合計量が９５質量％以上となるようにすることが好ましく、より好ま

しくは９８質量％以上、さらに好ましくは９９質量％以上となるようにするの

がよい。 

【００４８】 

 導電層に占める上記樹脂の量（換言すれば、導電層形成用の導電性ペースト

の全固形分中に占める樹脂固形分の量）は、５５〜８５体積％が好ましく、よ

り好ましくは６０〜８０体積％である。樹脂の量が少なすぎると、導電性は高

くなるが、伸縮性が悪くなる傾向がある。一方、樹脂の量が多すぎると、伸縮

性は良くなるが、導電性は低下する傾向がある。 

【００４９】 

 本発明における導電層は、上記各成分を適当な有機溶剤に溶解乃至分散させ

た組成物（導電性ペースト）を第一絶縁層上に直接、所望のパターン（電極と

それに続く配線のパターン）に塗布または印刷して塗膜を形成し、次いで塗膜

に含まれる有機溶剤を揮散させ乾燥させることにより、形成することができる。

または、導電性ペーストを離型シート等の上に塗布または印刷して塗膜を形成

し、次いで塗膜に含まれる有機溶剤を揮散させ乾燥させることにより、予めシ

ート状の導電層を形成しておき、それを所望のパターンで第一絶縁層上に積層

するようにしてもよい。 

【００５０】 

 導電性ペーストは、粉体を液体に分散させる従来公知の方法を適宜採用して

樹脂中に導電性フィラーを均一に分散することにより調製できる。例えば、金

属粉、導電材料の分散液、樹脂溶液を混合した後、超音波法、ミキサー法、３

本ロールミル法、ボールミル法などで均一に分散すればよい。これらの手段は、

複数を組み合わせて使用することも可能である。 

【００５１】 

 導電性ペーストを第一絶縁層上に塗布または印刷する方法は、特に限定され

ないが、例えば、コーティング法、スクリーン印刷法、平版オフセット印刷法、

インクジェット法、フレキソ印刷法、グラビア印刷法、グラビアオフセット印

刷法、スタンピング法、ディスペンス法、スキージ印刷などの印刷法などを採

用することができる。 

【００５２】 

 導電性ペーストにより塗膜を形成した後、有機溶剤を揮散させ乾燥させるに

は、例えば、大気下、真空雰囲気下、不活性ガス雰囲気下、還元性ガス雰囲気
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下などで加熱を行えばよい。加熱温度は、例えば２０〜２００℃の範囲で、要

求される導電性、心電図測定用衣服に用いる生地や絶縁層の耐熱性などを考慮

して選択すればよい。 

【００５３】 

 導電層の膜厚は、４０〜１５０μｍが好ましく、より好ましくは５０〜１０

０μｍである。導電層が薄すぎると、電極を含む配線シートの繰り返し伸縮に

より劣化しやすく導通が阻害ないし遮断される虞があり、一方、厚すぎると、

衣服の伸縮性の阻害と、電極および配線全体の厚みが分厚くなり着心地の阻害

となる虞がある。 

【００５４】 

（第二絶縁層） 

 本発明においては、配線部分における前記導電層の上に、第二絶縁層が形成

されている。これにより、例えば、伸縮性配線シートを用いて作製した心電図

測定用衣服を着用した際に、雨や汗などの水分が配線の導電層に触れるのを防

ぐ。なお、電極部分には第二絶縁層は不要である。 

【００５５】 

 第二絶縁層を形成する樹脂としては、上述した第一の絶縁層を形成する樹脂

と同様のものが挙げられ、好ましい樹脂も同様である。第二絶縁層を形成する

樹脂も１種のみであってもよいし、２種以上であってもよい。第一の絶縁層を

形成する樹脂と第二の絶縁層を形成する樹脂は、同一であってもよいし、異な

っていてもよいが、同一であることが、導電層の被覆性および配線シート伸縮

時の応力の偏りによる導電層の損傷の低減の点で、好ましい。第二絶縁層は、

上述したように第一絶縁層と同様にして形成することができる。 

【００５６】 

 第二絶縁層の膜厚は、２０〜２００μｍが好ましく、より好ましくは２０〜

１５０μｍである。第二絶縁層が薄すぎると、衣服の繰り返し伸縮により絶縁

効果が不十分になり、一方、厚すぎると、配線シートの伸縮性が阻害されると

共に、配線全体の厚みが分厚くなり、着心地の阻害となる虞がある。 

【００５７】 

 本発明の伸縮性配線シートの好ましい態様において、配線部分の厚みは４０

０μｍ以下であり、より好ましくは３００μｍ以下、さらに好ましくは２００

μｍ以下である。従来の配線の厚みは４００μｍ以上であり、皮膚側に接した

とき着用者に異物感を与える傾向がある。それに対して、本発明の伸縮性配線

シートは、金属粉を主とする導電性フィラーと、樹脂として硫黄原子を含有す

るゴムおよび／またはニトリル基を含有するゴムで形成される導電層により、

高い導電性を有しながらも厚みを４００μｍ以下に抑えることができるという

特徴を奏する。 

【００５８】 

 本発明の伸縮性配線シートは、衣服等に積層することが可能である。衣服の

裏側に、第一絶縁層および導電層と、配線部分における第二絶縁層を積層する

ことで、本発明の伸縮性配線シートを用いた心電図測定用衣服ができる。衣服

の裏側に対して第一絶縁層側を積層することが好ましく、積層する方法として
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は、接着剤による積層や熱プレスによる積層など、従来公知の積層方法であれ

ば特に制限されるものではないが、心電図測定のために着用する際の身体への

フィット性や運動時・動作時の追従性などの観点から、伸縮性配線シートの伸

縮性を妨げない積層方法が好ましい。 

【００５９】 

 衣服の生地は、特に制限されるものではなく、従来公知の各種天然繊維、合

成繊維、半合成繊維から構成された織編物または不織布を用いることができる。

心電図測定のために着用する際の身体へのフィット性や運動時・動作時の追従

性などの観点から、伸縮性配線シートの伸縮性を妨げない生地が好ましい。好

ましくは合成繊維から構成された編物で、より好ましい編物は２ＷＡＹトリコ

ットである。生地の厚みは用途に応じて適宜設定すればよいが、好ましくは３

００〜１２００μｍ、より好ましくは５００〜１０００μｍである。また、生

地の目付も用途に応じて適宜設定すればよいが、好ましくは１５０〜２５０ｇ

／ｍ2、より好ましくは１７０〜２２０ｇ／ｍ2である。 

【００６０】 

（心電図測定用衣服） 

 本発明の心電図測定用衣服は、着用者が着用することで、第１〜第３センサ

ー（電極）が、着用者の上記した特定位置に当接するように構成されている。

配線が衣服の内側（身体側）だけでなく、衣服の外側にも配されるよう用いて

もよい。第１〜第３センサー（電極）心電図を計測する手段と、計測した情報

を解析する機構との間は配線で繋がれる。計測した情報を解析する機構として

は、目的に応じた従来公知の分析装置（心拍計、心電計、筋電計等）を採用す

ればよく、外部の分析装置に情報を伝送する手段を含む。 

【００６１】 

 本発明の心電図測定方法は、本発明の心電図測定用衣服を被測定者が着用す

るだけで簡便に心電図を測定することができる。また、特定の場所に第１〜第

３センサー（電極）を配置してあるので、着用者がジョギングやマラソンなど

激しい運動をしても、心電図のノイズを低く抑えることができる。 

【実施例】 

【００６２】 

 以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより

下記実施例によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る

範囲で適当に変更を加えて実施することも勿論可能であり、それらはいずれも

本発明の技術的範囲に包含される。 

【００６３】 

 以下の実施例、比較例で使用した絶縁層形成用樹脂、導電性ペーストは以下

のようにして調製した。 

【００６４】 

（導電性ペースト） 

 樹脂（日本ゼオン社製ニトリル基含有ゴム「Ｎｉｐｏｌ（登録商標）１０４

２」アクリロニトリル含量３３．３質量％）をジエチレングリコールモノメチ

ルエーテルアセテートに溶解させて、この溶液に銀粒子（ＤＯＷＡエレクトロ
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ニクス社製「凝集銀粉Ｇ－３５」、平均粒径５．９μｍ）を分散させ（樹脂７

０体積％、銀粒子３０体積％）、これを３本ロールミルにて混練し、導電性ペ

ーストとした。 

【００６５】 

（ポリウレタンシート） 

 ポリウレタンシートは、下記のものを用いた。 

 ・ホットメルト付きポリウレタンシート：日清紡社製「モビロン（登録商標）

ＭＦ－１０３Ｆ」 

 ・ポリウレタンホットメルトシート：日清紡社製「モビロン（登録商標）Ｍ

ＯＢ１００」 

【００６６】 

（導電層の調製） 

 上記導電性ペーストを離型シートの上に塗布し、１２０℃の熱風乾燥オーブ

ンで３０分以上乾燥することにより、シート状の離型シート付き導電層を作製

した。 

【００６７】 

（第一絶縁層と導電層の作製） 

 次に、離型シート付き導電層の上に、ポリウレタンホットメルトシート（モ

ビロンＭＯＢ１００）を、ホットプレス機を用いて、圧力０．５ｋｇｆ／ｃｍ2、

温度１３０℃、プレス時間２０秒の条件で、積層（貼り合わせ）した。ポリウ

レタンホットメルトシート（モビロンＭＯＢ１００）を貼り合わせた後、離型

フィルムを剥がし、ポリウレタンホットメルト付き導電シートを得た。その後、

ホットメルト付きポリウレタンシート（モビロンＭＦ－１０３Ｆ）の領域の上

に、直径３０ｍｍの電極と、表１に示すそれぞれの電極位置からシャツの裾ま

での長さを有する幅５ｍｍの配線の寸法に切り取ったポリウレタンホットメル

ト付き導電シートを上記ホットプレス機の積層条件で貼り合わせ、第一絶縁層

と導電層（電極）とを備えたパーツを形成した。次に、２－Ｗａｙトリコット

生地（グンセン（株）製「ＫＮＺ２７４０」、ナイロンヤーン：ウレタンヤー

ン＝６３％：３７％（混率）、目付け１９４ｇ／ｍ2）からなるシャツの裏側に

第一絶縁層と導電層を備えたパーツを積層した。 

【００６８】 

（第二絶縁層の作製） 

 次に、上記形成した第一絶縁層と導電層を備えたパーツの配線部を覆う領域

に上記第一絶縁層を形成したものと同じホットメル付きポリウレタントシート

を積層することにより、配線部の導電層の上に第二絶縁層を形成し、第一絶縁

層／導電層の構成の電極と、第一絶縁層／導電層／第二絶縁層の構成の配線が

一体化した心電図測定用のシャツを作製した。 

【００６９】 

（実施例１、比較例１〜２） 

 上記心電図測定用のシャツを被験者（健常成人男性１名、２３歳）に着用さ

せて、表１に記載の方法で心電図を測定した。なお、電極の配置は、図３（ａ）

が比較例１、図３（ｂ）が比較例２、図３（ｃ）が実施例１である。円形状の
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電極に配線が一体化した例である。心電図の測定結果を図４〜７に示した。な

お、比較例２では、計測後、デジタルフィルタで商用電源ノイズを除去した。

図４〜７から、実施例１では走行１６ｋｍ／ｈでもノイズがなく、きれいに心

電図が測定できた。比較例１では走行８ｋｍ／ｈまでは心電図が測定できたが、

比較例２では、安静立位の場合しか心電図が測定できなかった。 

【００７０】 

【表１】 

 
 

２ 本願の願書に添付された図面の【図１】ないし【図３】は、以下のとおり

である。 

 

【図１】 
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【図２】 

 
 

【図３】 
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第５ 当審の判断 

 

１ 本願発明が解決しようとする課題について 

 

（１）本件発明の詳細な説明の【従来技術】に係る段落【０００５】及び【０

００６】には、「しかしながら、実際に、電極を取り付けたウエアラブル生体

情報計測装置を用いて生体情報を測定しようとすると、特に被測定者が歩行動

作やランニングなどの運動動作を行っている状態においては、計測した生体情

報のノイズが増大して目的とする情報が得られないという問題が発生すること

を本発明者らは新たに見出した。」「心電図の測定においては、特許文献１の

図１には人体前面の腹部３箇所と首部の付け根付近１箇所に電極を装着するこ

とが記載されており、特許文献２の図１には人体前面の左右鎖骨の左右端下付

近２箇所と左右腋窩線上の左右最下肋骨の高さ付近２箇所に電極を装着するこ

とが記載されているが、これらの電極装着位置をウエアラブル生体情報計測装

置に適用しても、歩行動作時や運動動作時における前記の問題は解決されなか

った。」と記載されている。 

 上記段落【０００５】及び【０００６】の記載から、「電極を取り付けたウ

エアラブル生体情報計測装置には、歩行動作時や運動動作時の心電図測定にお

いて計測した生体情報は、ノイズが増大しており目的とする情報が得られない

という問題」があることが読み取れる。 

 

（２）そして、本件発明の詳細な説明の【発明が解決しようとする課題】に係
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る段落【０００８】には、「本発明では、上記問題を考慮して、ノイズの低減

された心電図が測定できる測定方法と、このような心電図を測定することので

きる心電図測定用衣服の提供を課題として掲げた。」と記載されている。 

 ここで、段落【０００８】に記載の「上記問題」は、段落【０００５】及び

【０００６】の記載から読み取れる「電極を取り付けたウエアラブル生体情報

計測装置には、歩行動作時や運動動作時の心電図測定において計測した生体情

報は、ノイズが増大しており目的とする情報が得られないという問題」である

と解される。 

 

（３）そうすると、本願発明は「心電図測定用衣類」に係る発明であるから、

本件発明の詳細な説明に記載された本願発明が解決しようとする課題は、「歩

行動作時や運動動作時にノイズの低減された心電図を測定することのできる心

電図測定用衣類の提供」（以下「本件課題」という。）であるといえる。 

 

２ 本件課題を解決するための手段 

 

（１）本件発明の詳細な説明の【課題を解決するための手段】に係る段落【０

０１２】には、「本発明には心電図測定用衣服も含まれ、着用者がこの衣服を

着用したときに、 

 人体前面の肋骨の中心線と、左前腋窩線と、第五肋骨上端、第八肋骨下端に

囲まれた領域内のいずれかの位置に第１センサーが当接し、 

 人体前面の肋骨の中心線と、右前腋窩線と、第五肋骨上端、第八肋骨下端に

囲まれた領域内のいずれかの位置に第２センサーが当接し、 

 第１センサー中心と第２センサー中心とを結ぶ線の中点から、第１センサー

中心と第２センサー中心とを結ぶ線に対して垂線を人体の頭部方向へ引いたと

きの垂線上のいずれかの位置に第３センサーが当接するように、 

 衣服の裏側に第１〜第３センサーを固着したことを特徴とする心電図測定用

衣服である。」と記載されている。 

 

（２）本件発明の詳細な説明の【発明を実施するための形態】には、以下の記

載がある。 

「【００２７】 

 本発明の心電図の測定方法は、心電図測定用衣服を用いることで、実施する

ことが可能である。この衣服は、裏側に電極と配線が設けられており、着用す

るだけで、上記の特定の位置に、各センサー（電極）が着用者の体に当接する

ように構成されている。以下、心電図測定用衣服について、説明する。 

【００２８】 

 本発明で心電図測定用衣服に使用する電極は、絶縁層を有することが好まし

い。例えば第一絶縁層と導電層とを含むシート状の形態のものを用いることが

できる。また、本発明で使用する配線は、例えば第一絶縁層と導電層と第二絶

縁層とを含むシート状のものを用いることができる。以下、本発明の好適な様

態である、電極と配線が一体化したシート（伸縮性配線シート）を同一材料か
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ら作製する例について述べる。」 

「【００５７】 

 本発明の伸縮性配線シートの好ましい態様において、配線部分の厚みは４０

０μｍ以下であり、より好ましくは３００μｍ以下、さらに好ましくは２００

μｍ以下である。従来の配線の厚みは４００μｍ以上であり、皮膚側に接した

とき着用者に異物感を与える傾向がある。それに対して、本発明の伸縮性配線

シートは、金属粉を主とする導電性フィラーと、樹脂として硫黄原子を含有す

るゴムおよび／またはニトリル基を含有するゴムで形成される導電層により、

高い導電性を有しながらも厚みを４００μｍ以下に抑えることができるという

特徴を奏する。 

【００５８】 

 本発明の伸縮性配線シートは、衣服等に積層することが可能である。衣服の

裏側に、第一絶縁層および導電層と、配線部分における第二絶縁層を積層する

ことで、本発明の伸縮性配線シートを用いた心電図測定用衣服ができる。衣服

の裏側に対して第一絶縁層側を積層することが好ましく、積層する方法として

は、接着剤による積層や熱プレスによる積層など、従来公知の積層方法であれ

ば特に制限されるものではないが、心電図測定のために着用する際の身体への

フィット性や運動時・動作時の追従性などの観点から、伸縮性配線シートの伸

縮性を妨げない積層方法が好ましい。 

【００５９】 

 衣服の生地は、特に制限されるものではなく、従来公知の各種天然繊維、合

成繊維、半合成繊維から構成された織編物または不織布を用いることができる。

心電図測定のために着用する際の身体へのフィット性や運動時・動作時の追従

性などの観点から、伸縮性配線シートの伸縮性を妨げない生地が好ましい。好

ましくは合成繊維から構成された編物で、より好ましい編物は２ＷＡＹトリコ

ットである。生地の厚みは用途に応じて適宜設定すればよいが、好ましくは３

００〜１２００μｍ、より好ましくは５００〜１０００μｍである。また、生

地の目付も用途に応じて適宜設定すればよいが、好ましくは１５０〜２５０ｇ

／ｍ2、より好ましくは１７０〜２２０ｇ／ｍ2である。 

【００６０】 

（心電図測定用衣服） 

 本発明の心電図測定用衣服は、着用者が着用することで、第１〜第３センサ

ー（電極）が、着用者の上記した特定位置に当接するように構成されている。

配線が衣服の内側（身体側）だけでなく、衣服の外側にも配されるよう用いて

もよい。第１〜第３センサー（電極）心電図を計測する手段と、計測した情報

を解析する機構との間は配線で繋がれる。計測した情報を解析する機構として

は、目的に応じた従来公知の分析装置（心拍計、心電計、筋電計等）を採用す

ればよく、外部の分析装置に情報を伝送する手段を含む。 

【００６１】 

 本発明の心電図測定方法は、本発明の心電図測定用衣服を被測定者が着用す

るだけで簡便に心電図を測定することができる。また、特定の場所に第１〜第

３センサー（電極）を配置してあるので、着用者がジョギングやマラソンなど
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激しい運動をしても、心電図のノイズを低く抑えることができる。」 

 

（３）本件発明の詳細な説明の【実施例】には、以下の記載がある。 

「【００６３】 

 以下の実施例、比較例で使用した絶縁層形成用樹脂、導電性ペーストは以下

のようにして調製した。 

【００６４】 

（導電性ペースト） 

 樹脂（日本ゼオン社製ニトリル基含有ゴム「Ｎｉｐｏｌ（登録商標）１０４

２」アクリロニトリル含量３３．３質量％）をジエチレングリコールモノメチ

ルエーテルアセテートに溶解させて、この溶液に銀粒子（ＤＯＷＡエレクトロ

ニクス社製「凝集銀粉Ｇ－３５」、平均粒径５．９μｍ）を分散させ（樹脂７

０体積％、銀粒子３０体積％）、これを３本ロールミルにて混練し、導電性ペ

ーストとした。 

【００６５】 

（ポリウレタンシート） 

 ポリウレタンシートは、下記のものを用いた。 

 ・ホットメルト付きポリウレタンシート：日清紡社製「モビロン（登録商標）

ＭＦ－１０３Ｆ」 

 ・ポリウレタンホットメルトシート：日清紡社製「モビロン（登録商標）Ｍ

ＯＢ１００」 

【００６６】 

（導電層の調製） 

 上記導電性ペーストを離型シートの上に塗布し、１２０℃の熱風乾燥オーブ

ンで３０分以上乾燥することにより、シート状の離型シート付き導電層を作製

した。 

【００６７】 

（第一絶縁層と導電層の作製） 

 次に、離型シート付き導電層の上に、ポリウレタンホットメルトシート（モ

ビロンＭＯＢ１００）を、ホットプレス機を用いて、圧力０．５ｋｇｆ／ｃｍ2、

温度１３０℃、プレス時間２０秒の条件で、積層（貼り合わせ）した。ポリウ

レタンホットメルトシート（モビロンＭＯＢ１００）を貼り合わせた後、離型

フィルムを剥がし、ポリウレタンホットメルト付き導電シートを得た。その後、

ホットメルト付きポリウレタンシート（モビロンＭＦ－１０３Ｆ）の領域の上

に、直径３０ｍｍの電極と、表１に示すそれぞれの電極位置からシャツの裾ま

での長さを有する幅５ｍｍの配線の寸法に切り取ったポリウレタンホットメル

ト付き導電シートを上記ホットプレス機の積層条件で貼り合わせ、第一絶縁層

と導電層（電極）とを備えたパーツを形成した。次に、２－Ｗａｙトリコット

生地（グンセン（株）製「ＫＮＺ２７４０」、ナイロンヤーン：ウレタンヤー

ン＝６３％：３７％（混率）、目付け１９４ｇ／ｍ2）からなるシャツの裏側に

第一絶縁層と導電層を備えたパーツを積層した。 

【００６８】 
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（第二絶縁層の作製） 

 次に、上記形成した第一絶縁層と導電層を備えたパーツの配線部を覆う領域

に上記第一絶縁層を形成したものと同じホットメル付きポリウレタントシート

を積層することにより、配線部の導電層の上に第二絶縁層を形成し、第一絶縁

層／導電層の構成の電極と、第一絶縁層／導電層／第二絶縁層の構成の配線が

一体化した心電図測定用のシャツを作製した。 

【００６９】 

（実施例１、比較例１〜２） 

 上記心電図測定用のシャツを被験者（健常成人男性１名、２３歳）に着用さ

せて、表１に記載の方法で心電図を測定した。なお、電極の配置は、図３（ａ）

が比較例１、図３（ｂ）が比較例２、図３（ｃ）が実施例１である。円形状の

電極に配線が一体化した例である。心電図の測定結果を図４〜７に示した。な

お、比較例２では、計測後、デジタルフィルタで商用電源ノイズを除去した。

図４〜７から、実施例１では走行１６ｋｍ／ｈでもノイズがなく、きれいに心

電図が測定できた。比較例１では走行８ｋｍ／ｈまでは心電図が測定できたが、

比較例２では、安静立位の場合しか心電図が測定できなかった。 

【００７０】 

【表１】 
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」 

 

（４）段落【００７０】の【表１】に記載された、「実施例１」の第１ないし

第３センサーの電極の中心位置である「左前腋窩線を体表面に沿って胸骨方向

に４ｃｍ平行移動した線と左第七肋骨との交点」、「右前腋窩線を体表面に沿

って胸骨方向に４ｃｍ平行移動した線と右第七肋骨との交点」及び「胸骨の中

央線上と第二肋骨との交点」は、それぞれ段落【００１２】に記載された「人

体前面の肋骨の中心線と、左前腋窩線と、第五肋骨上端、第八肋骨下端に囲ま

れた領域内のいずれかの位置（以下「第１位置」という。）」、「人体前面の

肋骨の中心線と、右前腋窩線と、第五肋骨上端、第八肋骨下端に囲まれた領域

内のいずれかの位置（以下「第２位置」という。）」及び「第１センサー中心

と第２センサー中心とを結ぶ線の中点から、第１センサー中心と第２センサー

中心とを結ぶ線に対して垂線を人体の頭部方向へ引いたときの垂線上のいずれ

かの位置（以下「第３位置」という。）」に含まれる。 
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 これに対し、「比較例１」では、第１センサーの電極の中心位置である「左

前腋窩線を体表面に沿って胸骨方向に４ｃｍ平行移動した線と左第七肋骨との

交点」は第１位置に含まれるものの、第２及び第３センサーの電極の中心位置

である「右鎖骨中心線を胸骨方向に２ｃｍ平行移動した線と右鎖骨との交点」

及び「左鎖骨中心線を胸骨方向に２ｃｍ平行移動した線と左鎖骨との交点」は、

いずれも第２位置及び第３位置に含まれない。 

 また、「比較例２」では、第１及び第２センサーの電極の中心位置は、「実

施例１」と同じ位置であると認められるものの、第３センサーを有していない。 

 

（５）段落【００６３】ないし【００６９】の記載によれば、「実施例１」、

「比較例１」及び「比較例２」において電極及び配線の構造及び材料並びにシ

ャツの生地は共通であると認められ、段落【００６９】及び【００７０】の記

載から、「実施例１」では走行１６ｋｍ／ｈでもノイズがなく、きれいに心電

図が測定でき、「比較例１」では走行８ｋｍ／ｈまでは心電図が測定できるが

走行１６ｋｍ／ｈでは心電図が測定できず、「比較例２」では、安静立位の場

合しか心電図が測定できない。 

 

（６）してみると、着用時に第１ないし第３センサーの電極がそれぞれ第１な

いし第３位置に当接するように、衣服の裏側に第１ないし第３センサーを固着

した心電図測定用衣類により、本件課題を解決することができるものと認めら

れる。 

 

３ 判断 

 

（１）本願発明は、心電図測定用衣類が心電図測定用の電極を備える旨の特定

はされているものの、電極の数や固着位置は特定されておらず、「比較例１」

及び「比較例２」のように、運動動作時にノイズの低減された心電図を測定す

ることができない心電図測定用衣類を包含している。 

 

（２）したがって、本願発明は、本件課題を解決するための手段が反映された

ものとはいえず、本件発明の詳細な説明に記載さえた範囲を超えるものである。 

 

（３）よって、他の請求項に記載された発明について検討するまでもなく、本

願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を

満たしていない 

 

４ 請求人の主張について 

 

（１）請求人は、審判請求書において、 

「（ア）原審審査官殿の上記認定は、下記の通り審査基準に沿った認定ではな

いため不当であると思料致します。 

 詳細には、サポート要件に係る審査基準第ＩＩ部第２章第２節の２．１には、
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『（ｉｉ）明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時

の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合

（例えば、分割出願と原出願（「第ＶＩ部第１章第１節特許出願の分割の要件」

の１．参照）において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じで

あり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、

分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合）』には、

明細書及び図面の全ての記載事項に加え、『出願時の技術常識』を考慮して課

題を把握すると記載されています。 

 即ち、当該審査基準においては、原出願に係る発明とは別の別発明を分割出

願すると、明細書に記載の課題が分割出願に係る発明の課題として不合理にな

り易いため、明細書等の記載事項と『出願時の技術常識』とを総合考慮して課

題を把握すべきことが記載されています。 

 ここで本願は分割出願であり、本願の明細書の段落０００８に記載された課

題は、原出願の明細書の段落０００８に記載の課題と全く同じであり、更に当

該段落０００８に記載された『ノイズの低減された心電図が測定できる測定方

法と、このような心電図を測定することのできる心電図測定用衣服の提供』と

いう課題を、本願に係る『心電図測定用衣類の製造方法』と『心電図測定用衣

類』に係る発明の課題として把握すると、課題の対象と発明の対象とが異なり

不合理なものとなります。 

 即ち、本願は上記（ｉｉ）の場合に相当するため、明細書等の記載事項と

『出願時の技術常識』とを総合考慮して課題を把握すべきものです。 

 これに対して、原審審査官殿の上記認定は、『出願時の技術常識』も含めて

総合考慮されたものではないため、不当な認定であると思料致します。 

（イ）更に、本願の段落００６７〜００６８の記載によれば、本願請求項１の

『２－ｗａｙトリコット生地と、第一ホットメルト層と第一絶縁層を備える第

一ホットメルト付きシートと、導電層と前記導電層に積層された第二ホットメ

ルト層とを備えるホットメルト付き導電シートと、第三ホットメルト層と第二

絶縁層を備える第二ホットメルト付きシートとを備え、前記２－ｗａｙトリコ

ット生地、前記第一ホットメルト付きシート、前記ホットメルト付き導電シー

ト、及び前記第二ホットメルト付きシートがこの順に積層されることにより心

電図測定用の電極と配線が形成されて・・・ることを特徴とする心電図測定用

衣類。』は、ホットプレス等により容易に製造することが可能な電極と配線を

備えた２－ｗａｙトリコット生地を有する心電図測定用衣類を提供することが

できる、との効果が発揮されることは容易に理解することができます。 

 そして、本願請求項１の構成を備える心電図測定用衣類は、従来には存在し

ていないのですから、出願時の技術常識を考慮すると、例えばホットプレス等

により容易に製造することが可能な電極と配線を備えた２－ｗａｙトリコット

生地を有する心電図測定用衣類を提供するとの課題を把握することができます。 

 更に上述の通り、本願請求項１の構成によって当該課題に対応する効果を発

揮することができるのですから、本願請求項１の構成によって当該課題を解決

することができます。 

 更に本願請求項１と同様の構成が規定されている本願請求項７の『心電図測
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定用衣類の製造方法』についても、同様の課題を把握することができ、本願請

求項７の構成により上記課題を解決できることは明らかであると思料致します。 

 以上より、本願はサポート要件を満たしています。」 

と主張する。 

 

（２）そこで、請求人の上記主張について検討する。 

 

ア 本願発明の対象である「心電図測定用衣類」は「心電図測定用衣服」に対

して多少上位概念化（ベルトやストラップを含む）されたにすぎず、段落【０

００８】に記載された「本発明では、上記問題を考慮して、ノイズの低減され

た心電図・・・を測定することのできる心電図測定用衣服の提供を課題として

掲げた」を「本発明では、上記問題を考慮して、ノイズの低減された心電

図・・・を測定することのできる心電図測定用衣類の提供を課題として掲げた」

と読み替えることにより本願発明の課題を把握することができるから、課題の

対象と発明の対象とが異なり不合理なものとなるとはいえない。 

 

イ また、本願発明の電極及び配線がホットプレス等により容易に製造するこ

とが可能であることを考慮しても、そこから把握される課題は、心電図測定用

衣類を容易に製造することができる電極及び配線を提供すること、又は、心電

図測定用衣類を容易に製造することができる心電図測定用衣類の製造方法を提

供することであり、ホットプレス等により容易に固着された電極及び配線を備

える心電図測定用衣類を提供することではない。 

 

ウ 本件発明の詳細な説明の段落【０００４】の記載からも理解されるように、

心電図測定のためのウエアラブル生体情報測定装置は、日常の様々な状況にお

ける心拍の変動等を把握するために用いるものであるという本願出願時の技術

常識を考慮すると、心電図測定用衣類として機能し得るものとして本件発明の

詳細な説明に記載された発明は、着用時に第１ないし第３センサーの電極がそ

れぞれ第１ないし第３位置に当接するように、衣服の裏側に第１ないし第３セ

ンサーを固着した心電図測定用衣類のみである。 

 そして、電極の位置を特定しない本願発明が心電図測定用衣類として機能す

るためには、本件発明の詳細な説明には開示されていない何らかの技術事項が

必要であると認められる（分割出願の適否を判示したものであるが、平成２１

年（行ケ）第１００４９号判決参照。）。 

 そのため、本願発明は本件発明の詳細な説明に記載したものとはいえない。 

 

エ したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 

 

第６ むすび 

 

 以上のとおりであるから、本願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条

第６項第１号に規定する要件を満たしていないから、本願は、拒絶すべきもの
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である。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

 

  令和３年３月１０日 

 

審判長 特許庁審判官 森 竜介 

特許庁審判官 渡戸 正義 

特許庁審判官 伊藤 幸仙 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

〔審決分類〕Ｐ１８ ．５３７－Ｚ （Ａ６１Ｂ） 

 

審判長 特許庁審判官 森 竜介 8805 

特許庁審判官 伊藤 幸仙 9604 

特許庁審判官 渡戸 正義 9023 

 


